
評価段階 評価額 評価段階 評価額 評価段階 評価額

Ⅴ 16,738 Ⅴ 141,218 ＋３ 150,720

Ⅳ 13,390 Ⅳ 112,975 ＋２ 107,650

Ⅲ 10,043 Ⅲ 84,731 ＋１ 64,580

Ⅱ 6,695 Ⅱ 56,487 0 10,000

Ⅰ 0 Ⅰ 0

ＮＴＴビジネスフロント社

シ

ニ

ア

契

約

社

員

無
期
社
員
Ｄ

　ＮＴＴフィールドテクノ社

無
期
社
員
C

2021年度 年末特別手当反
映額表（単位：円）
ＮＴＴマーケティングアク

年齢 雇用形態

グループ会社採用社

員

退職・再雇用

エリア社員

旧MA FT 旧NM BS

無期社員Ｃ

契約社員Ｃ
0.779ヶ月 3.162ヶ月 3.433ヶ月 2.910ヶ月

無期社員Ｄ

契約社員Ｄ
0.389ヶ月 0.436ヶ月 0.552ヶ月 0.402ヶ月

プロスタッフ

契約社員Ｃ（シニ

ア）
1.03ヶ月 1.620ヶ月 1.620ヶ月 1.620ヶ月

60歳超え契約社員（時給制）

６０歳以上

1.620ヶ月

1.28ケ月

2021年特別手当額一覧表　（年間）

NTT西日本

2021年度特別手当（年間）

2021年度末年齢59歳以下の社員 6.28ヶ月

2021年度末年齢60歳の社員 5.84ヶ月

グループ子会社（旧MA・FT・旧NM・BS）

６０歳以下

6.19ヶ月

5.2ヶ月

4.79ヶ月

ＮＴＴ西日本 資格等級別・評価段階別反映表 (単位 円)
会社 資格等級    Ⅴ評価 Ⅳ評価 Ⅲ評価 Ⅱ評価 Ⅰ評価
※ＮＴＴ西日本　（社員給
与規則第2部適用者）

一般資格１級
560,620 448,496 336,372 224,248 0

※ＮＴＴ西日本　（社員給
与規則第3部適用者）

一般資格１級
390,015 312,012 234,009 156,006 0

( 1 )

間違い探し：７つの間違い

があります。

答えは裏面

※ＮＴＴ西日本 ２部適用者：2021年度末年齢６０歳

３部適用者：2021年度末年齢５９歳以下

12
月
10
日
支
払
わ
れ
る

年
末
特
別
手
当
は
昨
年
よ

り
は
少
し
増
額
さ
れ
ま
し

た
が
、
低
額
で
あ
る
こ
と

に
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

特
に
時
給
制
非
正
規
社
員

の
特
別
手
当
は
社
員
と
比

較
し
て
一
桁
少
な
い
金
額

で
す
。
さ
ら
に
そ
れ
に
評

価
が
加
わ
り
ま
す
。
特
別

手
当
の
格
差
は
そ
の
ま
ま

で
す
。

格
差
を
広
げ
る
成
果
・
業

績
主
義
賃
金
制
度
の
廃
止

せ
よ通

信
労
組
は
、
賃
金
の

格
差
を
な
く
す
た
め
成
果
・

業
績
主
義
賃
金
制
度
の
廃

止
な
ど
を
求
め
て
12
月
10

日
（
金
）
時
間
外
拒
否
を

行
い
ま
し
た
。

22
春
闘
ア
ン
ケ
ー
ト
の
声

派
遣
社
員
・
契
約
社
員
等

１
、
基
本
給
を
上
げ
て
ほ
し
い

２
、
基
礎
賃
金
が
低
い
の
で
、

賞
与
も
低
額
（
寸
志
ほ
ど
）

し
か
頂
け
ず
不
満
。
公
務
員

と
ま
で
は
言
わ
な
い
が
、
年

２
回
の
賞
与
は
10
万
円
台
の

額
を
頂
け
る
と
、
生
活
に
多

少
は
ゆ
と
り
が
出
来
る
。

３
、
退
職
・
再
雇
用
制
度
で
賃

金
カ
ッ
ト
さ
れ
た
対
象
者
に

対
す
る
救
済
措
置
が
、
何
も

行
わ
れ
て
な
い
。

社
員

１
、
エ
リ
ア
社
員
に
な
っ
た
が
、

キ
ャ
リ
ア
20
年
以
上
の
私
と
、

2
～
5
年
勤
務
の
人
と
賃
金

が
同
じ
は
、
考
え
ら
れ
な
い
。

２
、
主
査
と
同
じ
業
務
を
し
て

い
て
、
難
易
度
の
高
い
も
の
、

量
も
多
い
の
に
、
給
料
の
差

は
ひ
ど
い

と
思
い
ま
す
。

３
、
評
価
が
正
当
で
は
な
い
。

４
、
人
数
の
割
り
当
て
が
あ
っ

て
そ
の
時
の
人
事
の
状
況
で

適
当
に
決
め
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
。

年末特別手当反映額表は通信労組に

提示がされた分のみです。

年 末 特 別 手 当
格差をなくせ 同一労労働同一賃金
NTT西日本およびグループ各社の年末特別手当額



④調整賃金Ⅱ

③調整賃金Ⅰ

②成果賃金

①基礎賃金

特
別
手
当
反

映
部
分

時
間
外
手
当
反
映

部
分

( 2 )

現
在
、
60
歳
で
退
職
し
た
後
も

65
歳
ま
で
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
２

２
０
万
を
少
し
超
え
る
程
度
の
年

収
だ
け
で
は
生
活
は
大
変
で
す
。

現
在
63
歳
か
ら
在
職
老
齢
年
金

の
支
給
開
始
と
な
っ
て
お
り
、
２

０
２
５
年
か
ら
65
歳
か
ら
の
支
給

と
な
り
ま
す
。

年
金
の
減
額
が
47
万
円
超
え
に
緩

和
今
の
制
度
で
は
年
金
額
面
の
１

ケ
月
分
と
前
年
の
夏
冬
ボ
ー
ナ
ス

総
額
の
１
ケ
月
分

＋

交
通
費

の
１
ケ
月
分
＋

支
給
さ
れ
た
給

料

(

標
準
報
酬
月
額)

な
ど
の
総

額
が
28
万
円
を
越
え
る
と
、
超
え

た
額
の
半
額
が
年
金
か
ら
差
し
引

か
れ
ま
す
。
し
か
し
２
０
２
２
年

４
月
２
日
以
降
は
標
準
報
酬
月
額

等
の
総
額
が
47
万
円
に
増
額
さ
れ

ま
す
。
47
万
円
を
超
え
な
い
と
年

金
か
ら
の
差
し
引
き
が
無
く
な
り

ま
す
。

併
給
可
能
な
年
金
と
失
業
保
険

65
歳
に
な
っ
て
か
ら
退
職
し
た

場
合
「
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
」

を
50
日
分
一
時
金
で
も
ら
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
64
歳
11

カ
月
で
会
社
を
退
職
し
、
65
才
に

な
っ
て
か
ら
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
雇

用
保
険
の
手
続
き
を
す
れ
ば
90
日

か
ら
１
５
０
日
分
の
失
業
給
付
を

受
け
と
る
こ
と
が
で
き
、
年
金
も

支
給
さ
れ
ま
す
。
１
月
、
２
月
、

３
月
生
ま
れ
の
人
は
こ
の
制
度
の

利
用
を
考
え
て
は
ど
う
で
し
ょ
う

か
。

※
65
歳
以
前
で
の
老
齢
厚
生
年
金

と
失
業
給
付
の
併
給
は
で
き
ま
せ

ん
が
、
65
歳
以
降
は
老
齢
厚
生
年

金
と
失
業
給
付
と
両
方
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
在
職
老
齢
年
金
と
は

60
歳
以
上
で

会
社
に
在
職
し
て

厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
る
人

(

被
保
険
者)

に
支
給
さ
れ
る
年

金
を
「
在
職
老
齢
年
金
」
と
呼
び

ま
す
。

＊
レ
コ
ー
ド
プ
レ
ー
ヤ
ー

の
修
理

今
で
も
時
間
に
余
裕
が
あ
れ
ば

時
々
レ
コ
ー
ド
を
聴
い
て
い
る
。

そ
の
レ
コ
ー
ド
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
故

障
し
て
片
方
の
音
が
出
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
▼
仕
事
で
は
交
換
機

の
故
障
修
理
の
仕
事
も
し
て
き
た

経
験
か
ら
修
理
を
試
み
た
。
故
障

個
所
切
分
け
の
た
め
裏
蓋
を
外
す

と
か
な
り
複
雑
な
電
子
基
板
が
現

れ
た
。
回
転
を
制
御
す
る
回
路
の

よ
う
だ
。
こ
の
回
路
は
こ
の
故
障

と
は
関
係
な
い
の
で
レ
コ
ー
ド
針

か
ら
の
信
号
ル
ー
ト
を
探
し
、
音

の
出
な
い
方
の
配
線
の
断
線
箇
所

を
テ
ス
タ
ー
で
調
べ
て
行
っ
た
。

こ
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
、
44
年
前
に
発

売
の
年
代
物
で
実
際
に
直
し
直
し

使
っ
て
き
た
▼
視
力
が
落
ち
た
、

関
節
が
い
た
い
、
す
ぐ
に
腱
鞘
炎

に
な
る
、
な
ど
自
分
自
身
の
体
と

一
緒
だ
な
あ
と
思
い
な
が
ら
原
因

を
突
き
止
め
、
結
局
ケ
ー
ブ
ル
1

本
を
取
り
代
え
て
直
し
た
。
と
こ

ろ
が
今
度
は
Ｃ
Ｄ
プ
レ
ー
ヤ
ー
の

調
子
が
悪
く
な
っ
て
、
Ｃ
Ｄ
を
入

れ
て
も
「
Ｎ
Ｏ

Ｃ
Ｄ
」
と
表
示

し
だ
し
た
▼
長
く
使
っ
て
い
る
も

の
が
次
々
に
故
障
す
る
。
生
活
用

品
は
無
理
を
し
て
も
買
い
替
え
る

し
か
な
い
が
、
生
活
に
関
係
な
い

趣
味
の
も
の
は
簡
単
に
買
え
な
く

な
っ
て
い
る
こ
の
ご
ろ
で
あ
る
。

（
Ａ
）

ま
ち
が
い
さ
が
し
の
答
え

Ｎ
Ｔ
Ｔ
フ
ィ
ー
ル
ド
テ
ク
ノ
社

11
月
16
日

①
労
働
安
全
衛
生
の
統
一
要
求
、

②
安
心
し
て
働
き
や
す
い
職
場

を
求
め
る
統
一
要
求
、
③
Ｎ
Ｔ

Ｔ
西
日
本
グ
ル
ー
プ
の
組
織
再

編
に
伴
う
労
働
条
件
の
変
更
に

関
す
る
要
求
④
年
末
特
別
手
当

に
関
す
る
要
求
等
に
つ
い
て
団

体
交
渉
を
行
い
ま
し
た
。

〔
交
渉
概
要
〕

合
併
に
伴
う
特
別
手
当
の
支
給

月
数
に
つ
い
て

組
合
：
合
併
の
よ
り
特
別
手
当

の
支
給
率
は
高
い
ほ
う
に
合

わ
す
べ
き
だ
。

組
合
：
フ
ィ
ー
ル
ド
テ
ク
ノ
社
が

ネ
オ
メ
イ
ト
社
を
吸
収
合
併

に
よ
り
無
期
契
約
社
員
Ｃ
の

特
別
手
当
の
支
給
月
数
が
変

更
さ
れ
る
が
ど
の
よ
う
に
し

て
数
字
を
出
さ
れ
た
の
か
。

会
社
：
年
間
の
特
別
手
当
の
総

額
は
決
ま
っ
て
い
る
の
で
、

来
年
よ
り
調
整
賃
金
Ⅰ
、
Ⅱ

の
配
分
を
調
整
し
ま
す
。
特

別
手
当
に
反
映
す
る
調
整
賃

金
Ⅰ
と
反
映
し
な
い
調
整
賃

金
Ⅱ
の
額
を
調
整
し
ま
し
た
。

時
間
外
手
当
分
は
調
整
賃
金

Ⅱ
ま
で
含
む
の
で
、
年
間
の

賃
金
総
額
は
同
じ
で
す
。

（
左
図
参
照
）

地
方
税
の
徴
収
に
つ
い
て

組
合
：
時
給
制
の
ネ
オ
メ
イ
ト

の
契
約
社
員
は
地
方
税
の
特

別
徴
収
（
毎
月
の
賃
金
か
ら

控
除
）
か
ら
普
通
徴
収
（
年

間
４
回
に
分
け
て
の
徴
収
、

み
ず
か
ら
金
融
機
関
・
コ
ン

ビ
ニ
等
で
の
支
払
い
）
で
非

常
に
大
変
で
す
。

行
政
の
担
当
者
に
聞
く
と
、

特
別
徴
収
へ
の
変
更
は
簡
単

に
で
き
る
と
の
事
で
す
。

ど
の
よ
う
に
し
た
ら
、
会
社

は
特
別
徴
収
に
変
更
で
き
る

の
か
。
支
払
い
用
紙
で
す
で

に
収
め
た
分
と
、
未
払
い
の

用
紙
を
会
社
に
提
出
し
た
ら

可
能
な
の
か
。

会
社
：
特
別
徴
収
に
す
る
に
は
、

切
替
の
申
し
出
に
よ
り
可
能

で
す
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本

11
月
24
日

年
末
手
当
の
増
額
を
要
求

会
社
：
昨
年
と
同
様
今
年
度
も

今
の
と
こ
ろ
事
業
収
支
は
は

順
調
に
伸
び
て
き
て
い
る
。

組
合
：
こ
こ
数
年
の
春
闘
の
ベ
ー

ス
ア
ッ
プ
は
２
０
０
０
円
程

度
だ
、
年
末
特
別
手
当
に
つ

い
て
は
会
社
の
業
績
を
見
て

も
、
増
額
は
可
能
だ
、
５
月

以
降
の
東
西
Ｎ
Ｔ
Ｔ
シ
ス
テ

ム
統
合
不
具
合
処
理
他
の
社

員
へ
の
慰
労
金
も
含
め
特
別

手
当
額
の
増
額
を
要
求
す
る
。

グ
ル
ー
プ
会
社
の
統
合
に
関
わ

り
、
時
給
制
社
員
の
地
方
税

徴
収
に
つ
い
て
、
社
員
の
負

担
の
な
い
よ
う
親
会
社
と
し

て
グ
ル
ー
プ
会
社
を
指
導
さ

れ
た
い
。

ビ
ジ
ネ
ス
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ
社

12
月
２
日

職
場
の
諸
問
題
の
改
善

ビ
ジ
ネ
ス
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

ズ
社
と
の
団
体
交
渉
で
は
福
岡
、

大
阪
に
あ
る
職
場
で
起
こ
っ
て

い
る
諸
問
題
に
つ
い
て
会
社
を

正
し
ま
し
た
。

会
社
統
合
に
よ
る
地
方
税
に
つ

い
て
、
確
実
に
行
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
職
場
も
あ
り
特
別
徴
収

に
つ
い
て
も
社
員
へ
の
再
周
知

を
き
ち
っ
と
行
う
こ
と
を
要
求

し
ま
し
た
。

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社との団体交渉

12月2日 大阪市中央区

月例賃金の内訳
フ
ィ
ー
ル
ド
テ
ク
ノ
社

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本

ビ
ジ
ネ
ス
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ
社


